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【表紙内容】

７月１日（火）役場庁舎前でコ

ミュニティバスの出発式が行わ

れました。神原昌之くん（基山

小６）永尾萌音さん（若基小６）

から花束贈呈があり、町長の出

発の合図で基山駅に向かって発

進していきました。

軽自動車税等の税額が変更になります！ ５

ごみ・し尿のお盆休みについて ９

水城・大野城・基肄城1350年記念式典・シンポジウム開催 10

健康・福祉

■後期高齢者医療被保険者のみなさまへお知らせ ８

■｢臨時福祉給付金｣・｢子育て世帯臨時特例

給付金」の申請受付中 ８

■特定健診後の特定保健指導を実施しています ８

■むし歯予防にフッ化物塗布 予約受付は

８月18日から ９

■ジェネリック医薬品に関するお知らせ ９

子育て

■児童扶養手当の現況届・ひとり親家庭等

医療費受給資格の更新手続きについて ３

募集

■ママパパ教室参加者募集！ ４

■新体力テスト参加者募集!!

〜ご自分の体力・運動能力を測定してみませんか？〜 ６

■久留米地区職業訓練協会受講生募集 11

■第46回町民チャリティーゴルフ参加者募集 11

■佐賀東部水道企業団職員採用のお知らせ 12

■要介護認定調査の調査員を募集 12

■｢健康をつかむ体操教室」の受講者を募集 13

■平成26年９月・県営住宅入居予備者募集 13

■佐賀県市町総合事務組合職員採用のお知らせ 14

講座・イベント

■図書館企画「夏休み おはなしとあそびの会｣ ７

■｢第36回少年の主張佐賀県大会」が開催されます 11

■｢上級救命講習会」の開催 12

■高齢者趣味の作品展開催のお知らせ 13

■第４回「ミニ美術展」開催 13

クロスロード

■【小郡】第37回小郡市民まつり 15

■【鳥栖】フッペルと共に 15

■【久留米】ぶどう狩り 15

一般

■太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）

の課税について ４

■毎月勤労統計調査特別調査のお願い ４

■固定資産税（償却資産）に係る地域決定型地方

税制特例措置（わがまち特例) ４

■家庭用合併処理浄化槽補助の追加募集申込み

は８月４日（月）から ６

■お盆の基山町内朝市のご案内 ７

■中小企業・小規模事業者のための

経営相談所「よろず支援拠点」が出張相談を

行います 11

■【事業主のみなさまへ】

高校生の積極的な採用をお願いします 11

■甘木鉄道よりお知らせ 12

■今月の納付・納税 13

■基山町総合体育館利用について 14

■消費生活相談 事例紹介 14

■きやま短歌会 15

■相談日一覧 15

■８月のこよみ 16
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児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当を受給されている方は、８月29日（金）までに「現況

届」を提出する必要があります。

受給者の方には、書類を送付しますので必ず提出してください。支

給停止中の方も提出が必要です。提出されない場合は、８月以降の手

当が差し止められますので、手続き忘れにご注意ください。現況届を２年度分提出されない場

合は、受給資格が喪失します。

なお、今年の７月以降に新規申請をされた方は今年の現況届の提出は必要ありません。

対象となる方で申請をされていない方はお問い合わせください。

児童扶養手当とは？

18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の

父または母などに支給される手当です。ただし、請求者及び同居の家族の方の所得による支給

制限があります。詳しくは、お問い合わせください。

○手当月額（平成26年４月より）

児童２人目5,000円、３人目以降3,000円が加算

○支給月 ４月、８月、12月（年３回）

ひとり親家庭等医療費受給資格の更新手続きについて

ひとり親家庭等医療費受給者の方は、８月29日（金）までに更新の手続きが必要です。

受給者の方には、書類を送付しますので、手続きをしてください。

対象となる方で申請をされていない方はお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは？

母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により医療機関等で診療を受けた場

合に医療費の自己負担金の一部を助成します。

○助成対象

母子家庭の母、父子家庭の父と養育する児童、父母のない児童で所得が一定の基準を超えな

い世帯

・児童 ……………………………… 18歳に達した日の属する年度の末

日までの間にある者

・母子家庭の母、父子家庭の父 … 20歳未満の児童を養育している者

※問合せ先

こども課 子育て支援係 電話９２―７９６８

区 分 手当の全部を受給できる方 手当の一部を受給できる方

児童１人のとき 月額41,020円
月額9,680円〜41,010円

請求者の方の所得によって異なります
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地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
た
課
税
標

準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
︑
地
方
自

治
体
が
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ

の
内
容
を
条
例
に
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
﹁
地
域
決
定
型
地
方
税
制

特
例
措
置
︵
わ
が
ま
ち
特
例
︶﹂
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
︒

償
却
資
産
に
お
い
て
︑
以
下
の
設

備
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
が

対
象
と
な
り
ま
す
︒

１
．
下
水
道
除
害
施
設
に
係
る
特
例

措
置

２
．
ノ
ン
フ
ロ
ン
製
品
に
係
る
特
例

措
置

３
．
公
共
の
危
害
防
止
用
設
備
に
係

る
特
例
措
置

※
詳
し
く
は
︑
基
山
町
役
場
税
務
住

民
課
固
定
資
産
税
係
に
お
尋
ね
い

た
だ
く
か
︑
基
山
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

※
問
合
せ
先

税
務
住
民
課

固
定
資
産
税
係

電
話
９
２
︱
７
９
１
８

固
定
資
産
税
︵
償
却
資
産
︶
に
係
る
地
域
決
定
型

地
方
税
制
特
例
措
置
︵
わ
が
ま
ち
特
例
︶

妊
婦
さ
ん
と
そ
の
ご
家
族
の
た
め

の
教
室
を
行
い
ま
す
︒

▽
開
催
予
定

・
９
月
12
日
︵
金
︶
母
乳
栄
養
・
乳

房
ケ
ア
に
つ
い
て
︵
母
乳
相
談
室

マ
ミ
ー
マ
ン
マ
松
本
助
産
師
︶

・
９
月
25
日
︵
木
︶
妊
娠
中
の
栄
養

に
つ
い
て
・
鉄
分
ア
ッ
プ
の
メ

ニ
ュ
ー
︵
栄
養
士
・
ヘ
ル
ス
メ
イ

ト
︶

・
９
月
28
日
︵
日
︶
歯
科
講
話
︵
歯

科
医
師
︶
／
赤
ち
ゃ
ん
の
沐
浴
実

習
・
妊
婦
体
験
︵
パ
パ
が
対
象
で

す
︶︵
保
健
師
︶

▽
時
間

午
前
10
時
～
12
時

▽
場
所

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
持
っ
て
く
る
も
の

母
子
健
康
手

帳
︑
筆
記
用
具

▽
申
込
み
締
切
り

９
月
５
日︵
金
︶

※
問
合
せ
・
申
込
み
先

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

電
話
９
２
︱
２
０
４
５

マ
マ
パ
パ
教
室
参
加
者
募
集
！

◎
太
陽
光
発
電
設
備
の
課
税
に
つ
い

て
地
面
や
家
屋
の
屋
根
に
太
陽
光
発

電
設
備
を
設
置
し
た
場
合
は
︑
固
定

資
産
税
︵
家
屋
ま
た
は
償
却
資
産
︶

の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
︒

償
却
資
産
と
な
る
も
の
に
つ
い
て

は
︑
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
対

象
と
な
る
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る

場
合
は
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
︒

︿
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
﹀

・
法
人
⁝
売
電
収
入
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
︑
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
︒

・
個
人
︵
事
業
用
︶
⁝
事
業
の
た
め

に
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
た
場

合
は
︑
売
電
収
入
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒

・
個
人
︵
住
宅
用
︶
⁝
発
電
出
力
が

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
設
備
は
︑
事

業
用
の
資
産
と
な
り
ま
す
の
で
︑
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
︒

◎
課
税
標
準
の
特
例
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
の
認
定
を
受
け
て
取

得
さ
れ
た
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い

て
は
︑
用
件
を
満
た
せ
ば
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
の
特
例
が
適
用
さ
れ

ま
す
︒

※
詳
し
く
は
︑
基
山
町
役
場
税
務
住

民
課
固
定
資
産
税
係
に
お
尋
ね
い

た
だ
く
か
︑
基
山
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

※
問
合
せ
先

税
務
住
民
課

固
定
資
産
税
係

電
話
９
２
︱
７
９
１
８

太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
︵
償
却
資
産
︶
の
課
税
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
で
は
︑
７
月
31
日
現

在
で
︑
常
用
労
働
者
を
１
～
４
人
雇

用
し
て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
︑
毎

月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査
を
実
施

し
ま
す
︒

こ
の
調
査
は
︑
１
～
４
人
の
常
用

雇
用
者
を
雇
用
す
る
小
規
模
事
業
所

に
お
け
る
賃
金
︑
労
働
時
間
及
び
雇

用
の
実
態
に
つ
い
て
全
国
及
び
都
道

府
県
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
に
実
施
し
て
お
り
︑
調
査
結
果
は
︑

小
規
模
事
業
所
の
実
態
を
示
す
資
料

と
し
て
最
低
賃
金
の
改
定
審
議
等
に

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
︒

調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
︑

８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
統
計
調
査

員
が
訪
問
し
ま
す
︒

調
査
票
に
書
か
れ
た
内
容
は
︑﹁
統

計
法
﹂
に
よ
り
厳
し
く
秘
密
が
守
ら

れ
ま
す
︒
ま
た
︑
統
計
以
外
の
目
的

に
用
い
る
こ
と
も
固
く
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
︒

調
査
の
重
要
性
を
ご
理
解
い
た
だ

き
︑
調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
︒

※
問
合
せ
先

企
画
政
策
課

総
合
政
策
係

電
話
９
２
︱
２
１
８
８

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査
の
お
願
い



5 きやま

(H26.8.1)

平成26年度税制改正により、平成27年度課税分から原動機付自転車及び２輪車等の

課税額が、平成28年度課税分から軽自動車の課税額が下記のとおり変更になります。

●原動機付自転車及び２輪車等（平成27年度課税分から）

平成27年度課税分から、次のとおりに課税額が変更になります。

※小型特殊自動車はナンバー登録が必要です。

●３輪及び４輪以上の軽自動車（平成28年度課税分から）

平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両と、平成28年４月１日以後の毎年４月１日

時点で最初の新規検査年月から13年を超える車両は、平成28年度課税分から税額が変更になります。

※平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は平成27年度の税額に変

更はありません。平成27年４月１日に最初の新規検査を受けた車両については、

平成27年度課税分から税額が変更になります。

種 別
課税額（年額)

平成26年度 平成27年度以後

原動機付
自転車

50cc以下 1,000円 2,000円

50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円

90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円

３輪以上（ミニカー) 2,500円 3,700円

軽２輪 125ccを超え250cc以下 2,400円 3,600円

小型特殊
自動車※

農耕作業用（トラクター、コンバイン等） 1,600円 2,400円

その他（フォークリフト等） 4,700円 5,900円

２輪の小型自動車で、250ccを超えるもの 4,000円 6,000円

種 別

課税額（年額）

平成27年３月31

日以前に最初の

新規検査を受け

た車両

平成27年４月１

日以後に最初の

新規検査を受け

た車両※

平成28年４月１

日以後に最初の

新規検査年月か

ら13年を超える

車両

軽自動車

３輪で、総排気量660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円

４輪以上で、
総排気量
660cc以下

乗用
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物用
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円

Ｑ ＆ Ａ
Ｑ．平成14年８月７日に最初の新規検査を受けた車両を、平成26年８月15日に中古で購入した場合の

税額はいくらになりますか？（軽４輪の乗用・自家用車の場合）

Ａ．平成27年度の課税額は7,200円ですが、平成27年８月７日で最初の新規検査年日から13年を超える

ため、平成28年度の課税からは12,900円となります。

Ｑ．平成27年８月15日に最初の新規検査を受けた車両を購入した場合の税額はいくらになりますか？

（軽４輪の乗用・自家用車の場合）

Ａ．平成28年度の課税から10,800円になります。

軽自動車税等の税額が変更になります！

※問合せ先 税務住民課 住民税係 電話９２―７９１８
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家
庭
用
合
併
処
理
浄
化
槽
補
助
の

追
加
募
集
申
込
み
は
８
月
４
日
︵
月
︶
か
ら

合
併
処
理
浄
化
槽
は
︑
ト
イ
レ
・

台
所
・
浴
槽
等
か
ら
生
活
排
水
と
し

て
流
れ
る
水
の
汚
れ
を
10
分
の
１
程

度
に
浄
化
し
て
放
流
す
る
た
め
︑
河

川
の
水
質
改
善
に
極
め
て
有
効
な
施

設
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

町
で
は
︑﹁
家
庭
用
の
合
併
処
理

浄
化
槽
﹂
を
設
置
さ
れ
る
世
帯
を
対

象
に
︑
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
す

る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
︒

平
成
26
年
度
補
助
の
追
加
募
集
申

込
み
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
︑
補
助

を
ご
希
望
の
方
は
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
︒

▽
申
込
み
期
間

８
月
４
日
︵
月
︶

～
８
月
15
日
︵
金
︶

▽
申
込
み
対
象
者

①
家
庭
用
の
合
併
浄
化
槽
︵
５
人

～
10
人
槽
︶
を
設
置
さ
れ
る
方

②
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
着
工
さ

れ
︑
平
成
27
年
３
月
10
日
ま
で
に

完
了
で
き
る
方

③
国
庫
補
助
指
針
及
び
基
山
町
が
定

め
た
要
綱
基
準
に
沿
っ
て
設
置
さ

れ
る
方

④
公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域
以
外

の
方
︵
※
公
共
下
水
道
事
業
認
可

区
域
と
は
数
年
の
う
ち
に
下
水
道

が
整
備
さ
れ
る
区
域
の
こ
と
で
︑

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
確
認
で
き

ま
す
︒︶

▽
補
助
額

左
記
参
照

▽
持
参
す
る
も
の

印
鑑

◎
申
込
み
用
紙
は
︑
８
月
１
日
︵
金
︶

よ
り
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
て
配

布
し
て
い
る
ほ
か
︑
基
山
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
︒

◎
申
込
み
多
数
の
場
合
は
︑
抽
選
い

た
し
ま
す
︒

※
問
合
せ
先

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都
市
整
備
係

電
話
９
２
︱
７
９
６
３

︿
有
料
広
告
﹀

新
体
力
テ
ス
ト
参
加
者
募
集
!!

～
ご
自
分
の
体
力
・
運
動
能
力
を
測
定
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
～

基
山
町
教
育
委
員
会
で
は
体
力
測

定
を
実
施
し
ま
す
︒

体
力
測
定
は
︑
国
が
国
民
の
体

力
・
運
動
能
力
の
現
状
を
把
握
す
る

た
め
測
定
し
︑
体
育
ス
ポ
ー
ツ
活
動

の
基
礎
資
料
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
︒
県
内
で
は
︑
２
年
に
１

度
各
市
町
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒

ご
自
分
の
体
力
及
び
運
動
能
力
を

知
る
良
い
機
会
で
す
の
で
︑
事
前
に

お
申
込
み
の
上
︑
ぜ
ひ
測
定
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
︒

▽
実
施
日
時

・
成
人
者
︵
20
～
59
歳
︶

８
月
26
日
︵
火
︶・
27
日
︵
水
︶

午
前
９
時
30
分
～
11
時

午
後
１
時
30
分
～
８
時

・
高
齢
者
︵
65
～
79
歳
︶

８
月
28
日
︵
木
︶

午
前
９
時
30
分
～
11
時

午
後
１
時
30
分
～
８
時

▽
開
催
場
所

・
基
山
町
総
合
体
育
館

▽
準
備
す
る
も
の

・
軽
ス
ポ
ー
ツ
の
で
き
る
服
装
︑
屋

内
用
運
動
靴
︑
タ
オ
ル

▽
対
象
年
齢
及
び
人
員

︻
成
人
者
︼

・
20
歳
～
29
歳

・
30
歳
～
39
歳

・
40
歳
～
49
歳

・
50
歳
～
59
歳

対
象
年
齢
毎
に
男
女
各
５
名

合

計
40
名

︻
高
齢
者
︼

・
65
歳
～
79
歳

男
女
各
３
名

合
計
６
名

▽
種
目

︻
成
人
者
︼

握
力
︑
上
体
起
こ
し
︑
長
座
体
前

屈
︑
反
復
横
と
び
︑
20
ｍ
シ
ャ
ト

ル
ラ
ン
︑
立
ち
幅
跳
び

︻
高
齢
者
︼

握
力
︑
上
体
起
こ
し
︑
長
座
体
前

屈
︑
開
眼
片
足
立
ち
︑
10
ｍ
障
害

物
歩
行
︑
６
分
間
歩
行

▽
申
込
み
締
切

８
月
25
日
︵
月
︶

※
問
合
せ
・
申
込
み
先

基
山
町
教
育
学
習
課
ま
な
び
・
ス

ポ
ー
ツ
係

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

人槽区分 補助限度額（円）

５人槽 ３３２，０００

６人槽
４１４，０００

７人槽

８人槽

５４８，０００９人槽

10人槽

単独処理浄化槽撤去費用 ９０，０００

※単独処理浄化槽撤去費用とは、単独処理浄化槽を
撤去し（埋め殺しを除く。）、かつ、合併処理浄化槽
に転換する場合における補助の金額のことです。

補 助 額
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絵本の世界から飛び出してきた、人形劇やパネルシアターをお話サークル「まぁ

まぽけっと」さんが行います。おはなしビンゴ！もあります。夏の思い出作りにい

かがですか。

▷日程 ８月１日（金）

▷場所 基山町民会館２階小ホール

▷対象者 幼児・小学生40名程度（幼児は保護者同伴）

※参加賞準備のため、事前申込が必要です。

※問合せ・申込み先

基山町立図書館

電話９２―０２８９

図書館企画「夏休み おはなしとあそびの会｣

お 盆 の 朝 市 の ご 案 内お 盆 の 朝 市 の ご 案 内
基山町青空市 朝 市 名 けやき台朝市

JA基山支所 実施場所 けやき台 猪ノ浦児童公園

【お盆前の臨時市】

８月11日（月）〜13日（水）

※お盆明け、16日（土）から通常通り
毎週水曜日・土曜日に開催します。

お盆の

営業内容

８月は通常通り
３日、10日、17日、24日、31日（日）開催で
す。
※毎週日曜日に開催しています。

午前６時〜12時頃まで
(商品等の状況で閉店)

開催時間
午前８時〜９時頃まで
(商品等の状況で閉店)

JA基山支所
電話９２−２３１１

問合せ先

けやき台朝市実行委員会
基山町役場 農林環境課 農林係

電話９２―７９４５

お 盆 の 朝 市 の ご 案 内お 盆 の 朝 市 の ご 案 内

☆地元で採れた新鮮野菜や果物・農産加工品・切花・米等、盛り沢山取り揃えて皆様のご来場を心よりお待

ちしております！

基山町内

︿
有
料
広
告
﹀

        も と ざ く ら ココ

   デイサービス　 本 桜

鳥栖
　　　　　基山町本桜1673番地98
　　　　　　ＴＥＬ　0942-85-9991 けやき台駅

月極駐車場

歯医者さん
白坂信号

筑紫野 ← ３号線 →

楽しく通って、ちょっと気分転換に、お泊りも

できます。介護が必要な方も大丈夫です。
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｢

臨
時
福
祉
給
付
金
﹂
・
﹁
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
﹂
の
申
請
受
付
中

対
象
予
定
の
方
は
申
請
期
間
内
に

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒

▽
申
請
先

基
山
町
役
場

健
康
福

祉
課
﹁
臨
時
福
祉
給
付
金
﹂
窓
口
︑

こ
ど
も
課
﹁
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
﹂
窓
口

▽
申
請
期
間

９
月
30
日
︵
火
︶
ま

で
※
問
合
せ
先

｢臨
時
福
祉
給
付
金
﹂
⁝
健
康
福

祉
課

電
話
９
２
︱
７
９
６
４

｢子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
﹂

⁝
こ
ど
も
課

電
話
９
２
︱
７
９
６
８

特
定
健
診
後
の
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
て
い
ま
す

５
～
６
月
に
か
け
て
総
合
健
診

︵
特
定
健
診
＋
各
種
が
ん
検
診
︶
を

実
施
し
ま
し
た
︒
結
果
は
い
か
が
で

し
た
か
？
健
診
は
受
け
た
も
の
の
結

果
の
見
方
が
分
か
ら
な
い
︑
生
活
の

改
善
が
必
要
と
い
っ
て
も
我
慢
す
る

こ
と
ば
か
り
で
は
続
か
な
い
し
⁝
と

い
う
方
は
意
外
と
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒

基
山
町
で
は
︑
保
健
師
・
看
護
師
・

管
理
栄
養
士
が
︑
健
診
結
果
と
生
活

習
慣
病
と
の
関
連
や
︑
個
人
の
健
康

状
態
に
あ
っ
た
生
活
習
慣
改
善
の
サ

ポ
ー
ト
︵
特
定
保
健
指
導
︶
を
行
っ

て
い
ま
す
︒
希
望
さ
れ
る
方
は
︑
保

健
セ
ン
タ
ー
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
︒

※
問
合
せ
先

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

電
話
９
２
︱
２
０
４
５

後期高齢者医療被保 険者のみなさまへお知ら せ

【平成26年８月１日から、長期に入院した時の食事代の取扱が変更になります】

※問合せ先

佐賀県後期高齢者医療広域連合

電話０９５２―６４―８４７６

健康福祉課保険年金係

電話９２―７９３４

『改正前』

佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となって…

① 世帯の全員が住民税非課税

② ｢限度額適用・標準負担額減額認定証」（区分Ⅱ）の交付を受けている

上記①・②に該当する方が、過去12か月以内で90日以上の入院（＝長期入院該当）をしていた場合、申請に

より入院時の食事代が減額（１食210円→160円）されます。

※ただし、佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる前の入院日数は、申請する際の日数として合算さ

れません。

『改正後』平成26年８月１日〜

佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者になる以前、被保険者になった後…

① 世帯の全員が住民税非課税

② 佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者になる前の医療保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の交付を受けていた

上記①・②に該当する方が、過去12か月以内で90日以上の入院（＝長期入院該当）をしていた場合、申請に

より入院時の食事代が減額（１食：210円→160円）されます。

※佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者になる前（＝他の医療保険、他県の広域連合の被保険者であった

期間）の入院日数を合算することができます。

■入院した時の食事代

住民税
非課税世帯
(低所得Ⅱ)

90日までの入院
(過去12か月の入院日数)

１食あたりの
食費210円

90日を超える入院（過去12か月の入
院日数）※長期入院該当

１食あたりの
食費160円

□過去12か月の入院日数の数え方は？

長期入院該当申請日：平成26年８月20日の場合→平成25年９月１日〜平成26年

８月19日までの12か月間で入院日数を数えます。
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む
し
歯
予
防
に
フ
ッ
化
物
塗
布

予
約
受
付
は
８
月
18
日
か
ら

む
し
歯
予
防
の
た
め
に
フ
ッ
化
物

塗
布
を
行
い
ま
す
︒

定
期
的
に
フ
ッ
化
物
を
塗
布
す
る

こ
と
で
︑
歯
の
表
面
を
丈
夫
に
し
︑

む
し
歯
に
な
り
に
く
い
歯
を
作
り
ま

す
︒
生
え
始
め
の
歯
は
特
に
効
果
が

高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
お
子
様
の
抵
抗
感
を
軽
減
す

る
た
め
に
︑
フ
ッ
化
物
塗
布
で
使
用
す

る
フ
ッ
化
物
は
︑
青
り
ん
ご
味
の
ジ
ェ

ル
状
の
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
︒

▽
期
日

９
月
５
日
︵
金
︶

▽
受
付

午
後
１
時
～
１
時
20
分

▽
場
所

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
対
象

０
歳
～
５
歳
未
満

(※
歯
が
生
え
て
い
る
方
が
対
象
で
す
)

▽
内
容

①
む
し
歯
予
防
ミ
ニ
講
話

②
歯
科
健
診

③
フ
ッ
化
物
塗
布

▽
料
金

３
０
０
円

▽
定
員

50
名

▽
予
約
受
付
期
間

８
月
18
日︵
月
︶

～
８
月
29
日
︵
金
︶

※
定
員
に
な
り
次
第
︑
受
付
終
了
し

ま
す
︒

▽
持
っ
て
く
る
物

歯
ブ
ラ
シ
・
料
金
・
歯
の
健
康
手

帳
︵
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

当
日
発
行
し
ま
す
︶

※
歯
磨
き
を
済
ま
せ
て
か
ら
お
い
で

く
だ
さ
い
︒

※
問
合
せ
・
申
込
み
先

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

電
話
９
２
︱
２
０
４
５

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
︑
現
在
服
用
さ
れ
て
い
る
お

薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
︵
後
発

医
薬
品
︶
に
切
り
替
え
ら
れ
た
場
合

に
︑
お
薬
代
の
自
己
負
担
額
を
ど
の

く
ら
い
軽
減
で
き
る
か
試
算
し
た
差

額
通
知
ハ
ガ
キ
を
﹁
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
﹂
と
し

て
︑
７
月
31
日
に
発
送
し
て
い
ま
す
︒

■
通
知
の
対
象
と
な
る
方

該
当
月
に
処
方
さ
れ
た
先
発
医
薬

品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
ら
れ
た
場
合
に
︑
１
か
月
あ
た

り
の
自
己
負
担
額
の
軽
減
が
一
定
額

以
上
見
込
ま
れ
る
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
︒
※
必
ず
し
も
全
員
の
方
に
届

く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

■
通
知
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

１
．
お
薬
代
に
か
か
っ
た
金
額
の
み

表
示
し
て
い
ま
す
︒
実
際
の
窓
口

で
の
お
支
払
い
に
は
︑
技
術
料
・

管
理
料
等
の
別
費
用
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

２
．
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
る
と
お
薬
代
が
安
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
す
る

も
の
で
︑
切
り
替
え
を
強
制
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
？

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
︑
最
初

に
作
ら
れ
た
お
薬
︵
先
発
医
薬
品
︶

の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ
れ
る

医
薬
品
で
す
︒
先
発
医
薬
品
と
同
等

の
有
効
成
分
・
効
能
・
効
果
を
も
つ

医
薬
品
で
す
が
︑
ま
っ
た
く
同
一
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
︑
ま
ず
は
︑
か
か
り
つ
け
の
医

師
・
薬
剤
師
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

※
お
問
い
合
わ
せ
窓
口

通
知
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

専
用
窓
口
﹁
国
民
健
康
保
険
中
央
会

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
﹂
を
設
け
て
い
ま

す
︒
通
知
書
裏
面
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
︑
ご
利
用
く
だ
さ

い
︒

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ

【
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
︼

次の期間について、ご

み等の収集をお休みさ

せていただきます。

８月13日（水）

～

８月17日（日)
※問合せ先

農林環境課 生活環境係

電話９２―７９４１

ごみ・し尿の

お盆休みについて

︿
有
料
広
告
﹀
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水城・大野城・基肄城が築造1350年を迎えるのにあたり、記念式典とシンポジウムをおこないます。

シンポジウムについて参加者を募集します。

日時 ８月23日（土) 午前10時〜午後５時

場所 プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）

◆記念式典 午前10時〜12時 【事前申込 不要】

式典行事

講演１ 文化庁 記念物課 主任調査官（予定）

講演２ 西谷 正 先生（九州大学名誉教授）

◆記念シンポジウム 午後１時〜５時 【事前申込 必要】

テーマ「東アジアの視点から見た水城の成立」

築造1350年を迎えた特別史跡水城跡は、『日本書紀』天智天皇３年（664年）の記事にその名が記され

た古代の防衛施設跡です。その成立には、東アジアと深いかかわりがあります。

シンポジウムでは、水城築造にいたる経緯や、水城の機能や技術的な系譜について、古代東アジア世

界の国際情勢や海外の史跡事例との比較を通してひもとくとともに、水城跡の意義について、国際的に

活躍されている先生方に幅広い視点から語っていただきます。

パネラー

川本芳昭 先生（九州大学大学院教授 東洋史）

李
イ

成
ソン

市
シ

先生（早稲田大学文学学術院教授 東洋史）

朴
パク

淳
スン

發
バル

先生（韓国忠南大学校教授 考古学）

田中俊明 先生（滋賀県立大学教授 東洋史）

コーディネーター

西谷 正 先生（九州大学名誉教授 考古学）

■シンポジウム申込要領

応募方法：往復ハガキの往信用に「シンポジウム参加希望」、郵便番号、住所、氏名を明記してくださ

い（返信用のハガキにも郵便番号、宛先、宛名をご記入ください）。

申込締切日：８月11日（月）必着

※申込書１枚につき１名。お一人様１枚限り。

応募者多数の場合は抽選。

８月15日（金）以降、事務局より入場整理券をお送りいたします。

お申し込み先

〒818-0198 太宰府市観世音寺１丁目１番１号

太宰府市教育委員会文化財課

電話０９２―９２１―２１２１（内線472）

主催 水城・大野城・基肄城1350年事業実行委員会

福岡県筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宇美町・佐賀県基山町

福岡県文化財保護課・九州歴史資料館・佐賀県文化財課

一般財団法人自治総合センター

オブザーバー：九州国立博物館

後援 文化庁

このシンポジウムは、全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

水城・大野城・基肄城1350年記念式典・シンポジウム開催
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※
受
講
場
所
は
︑
い
ず
れ
も
久
留
米

地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
で
す
︒

電
話
予
約
後
︑
申
込
書
･
案
内
書

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
︑
ご
入
金
を

お
願
い
し
ま
す
︒

先
着
順
に
受
付
︑
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

※
問
合
せ
先

久
留
米
地
域
職
業
訓

練
セ
ン
タ
ー
︵
〒
８
３
９
︱
０
８

０
９
久
留
米
市
東
合
川
５
︱
９

︱
10
︶

電
話
０
９
４
２
︱
４
４
︱
５
２
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
４
２
︱
４
３
︱
２
９
６
４

｢よ
ろ
ず
支
援
拠
点
﹂
と
は
︑
経
済

産
業
省
が
平
成
26
年
度
か
ら
実
施
す

る
中
小
企
業
支
援
制
度
で
︑
売
上
拡

大
︑
経
営
改
善
な
ど
︑
経
営
上
の
あ

ら
ゆ
る
お
悩
み
に
対
応
す
る
相
談
窓

口
で
す
︒

相
談
場
所
は
︑
佐
賀
県
よ
ろ
ず
支

援
拠
点
﹁
w
ith
-
B
iz
S
A
G
A
﹂︵
佐

賀
県
地
域
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
内

住
所

佐
賀
市
鍋
島
町
大
字
八
戸
溝

１
１
４
番
地

電
話
０
９
５
２
︱
３

４
︱
４
４
３
３
︶
で
す
が
︑
基
山
町

に
お
い
て
︑
出
張
相
談
を
行
い
ま
す
︒

▽
日
時

９
月
19
日
(金
)︑
11
月
21

日
(金
)︑
平
成
27
年
１
月
23
日

(金
)の
午
前
10
時
～
午
後
４
時

▽
場
所

基
山
町
役
場
３
階
３
０
２

会
議
室

※
相
談
は
︑
無
料
で
す
︒︵
予
約
制
︶

※
問
合
せ
先

佐
賀
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

電
話
０
９
５
２
︱
３
４
︱
４
４
３
３

県
内
高
校
生
の
就
職
希
望
者
の
う

ち
︑
半
数
以
上
の
生
徒
が
県
内
へ
の

就
職
を
希
望
し
て
い
ま
す
︒

依
然
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
は

あ
り
ま
す
が
︑
お
早
め
に
採
用
計
画

を
ご
検
討
い
た
だ
き
︑
来
春
卒
業
す

る
高
校
生
が
１
人
で
も
多
く
就
職
で

き
る
よ
う
︑
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で
求

人
の
申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
︒
新

規
高
校
卒
業
者
を
対
象
と
す
る
求
人

に
つ
い
て
は
︑
応
募
受
付
は
９
月
５

日
か
ら
︑
採
用
の
選
考
開
始
は
︑
９

月
16
日
か
ら
と
な
り
ま
す
︒

※
問
合
せ
先

鳥
栖
公
共
職
業
安
定
所
︵
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
鳥
栖
︶

電
話
０
９
４
２
︱
８
２
︱
３
１
０
８

ま
た
は
佐
賀
労
働
局
職
業
安
定
課

電
話
０
９
５
２
︱
３
２
︱
７
２
１
６

佐
賀
県
の
中
学
生
に
よ
る
少
年
の

主
張
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
︒
こ
の

大
会
は
︑
中
学
生
が
日
頃
か
ら
考
え

て
い
る
こ
と
や
感
じ
て
い
る
こ
と
を

発
表
す
る
こ
と
で
︑
社
会
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
と
し
︑
多

く
の
方
々
に
理
解
と
認
識
を
深
め
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ

れ
る
も
の
で
す
︒
皆
さ
ま
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒

▽
日
時

８
月
24
日
︵
日
︶

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

受
付

午
後
１
時
～

▽
場
所

ア
バ
ン
セ
ホ
ー
ル
︵
佐
賀

市
︶

▽
入
場
料

無
料

※
問
合
せ
先

佐
賀
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
事

務
局

電
話
０
９
５
２
︱
２
５
︱
７
３
５
０

基
山
町
ゴ
ル
フ
協
会
で
は
町
民

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催

し
ま
す
︒
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
︒

◎
期
日

９
月
５
日
︵
金
︶

◎
受
付

午
前
８
時
～
８
時
30
分

◎
場
所

小
郡
カ
ン
ツ
リ
ー
ク
ラ
ブ

◎
参
加
料

２
︐
０
０
０
円

◎
プ
レ
ー
代
は
自
費
︵
９
︐
０
３
０

円
︶
食
事
別
・
セ
ル
フ
プ
レ
ー

※
３
名
で
コ
ー
ス
を
周
る
場
合
は
︑

プ
レ
ー
代
が
１
人
２
２
０
円
割
り

増
と
な
り
ま
す
︒

◎
申
込
み
締
切

８
月
27
日
︵
水
︶

※
参
加
に
は
︑
基
山
町
ゴ
ル
フ
協
会

︵
基
山
町
体
育
協
会
所
属
︶
に
登

録
が
必
要
と
な
り
ま
す
︒

※
申
込
み
先

基
山
町
体
育
協
会
︵
教
育
委
員
会
内
︶

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の

た
め
の
経
営
相
談
所
﹁
よ
ろ
ず

支
援
拠
点
﹂
が
出
張
相
談
を
行
い
ま
す

久
留
米
地
区
職
業
訓
練

協
会
受
講
生
募
集

︻
久
留
米
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
︼

コース名 期間・曜日・時間帯 内容 対象者 定員 受講料

賃貸不動産経営
管理士セミナー

8/19
火曜日

午後１時30分〜３時30分

新資格「賃貸不動産
経営管理士」の位置
付けや資格試験の
概要について

不動産関係
者・受験者

60人 無料

ネットショップ
構築実践講座

8/20〜11/5
毎週水曜日

午後６時30分〜９時

ネットショップ
開設・運営のための
基礎知識習得

マ ウ ス 操
作・メール
ができる方

19人
25,000

円

エクセル入門
9/4〜10/2 毎週月・木曜日
午後６時30分〜９時

エクセルの
基本操作習得

マウス操作
ができる方

19人
16,000

円

【
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ
】

高
校
生
の
積
極
的
な
採
用
を
お
願
い
し
ま
す

｢
第
36
回
少
年
の
主
張
佐
賀
県

大
会
﹂
が
開
催
さ
れ
ま
す

【
佐
賀
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
】

第
46
回
町
民
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

ゴ
ル
フ
参
加
者
募
集

︻
基
山
町
体
育
協
会
︼
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▽
第
一
次
試
験
日

９
月
21
日
︵
日
︶

▽
試
験
会
場

県
立
佐
賀
工
業
高
校
︵
予
定
︶

▽
試
験
区
分

一
般
事
務
︵
大
卒
程
度
︶

土
木
︵
大
卒
程
度
︶

※
大
卒
程
度
と
は
︑
試
験
の
内
容
が

大
学
卒
業
程
度
と
い
う
こ
と
で
あ

り
学
歴
を
問
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒

▽
採
用
予
定
人
員

各
２
名

▽
申
込
み
受
付
期
間

８
月
４
日
︵
月
)
～
22
日
︵
金
︶

︵
土
・
日
を
除
く
︶

▽
受
験
資
格

次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
方

①
昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
５

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

②
平
成
５
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
︑
学
校
教
育
法
に
基
づ

く
大
学
︵
短
期
大
学
を
除
く
︶
又

は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
大
学
等

を
卒
業
し
た
方
又
は
平
成
27
年
３

月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

▽
申
込
書
等
の
請
求

申
請
書
及
び
試
験
案
内
は
企
業
団

で
交
付
し
ま
す
︒
郵
便
で
請
求
す

る
場
合
は
︑
封
筒
の
表
に
﹁
採
用

試
験
申
込
書
請
求
﹂
と
朱
書
し
︑

必
ず
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
宛

先
明
記
の
返
信
用
封
筒
︵
角
２

号
：
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
が
入
る

大
き
さ
︶
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
︒

※
問
合
せ
先

佐
賀
東
部
水
道
企
業
団

総
務
課

庶
務
係
︵
〒
８
４
９
︱
０
９
１
４

佐
賀
県
佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
西
渕

１
９
６
０
︱
４
︶

電
話
０
９
５
２
︱
３
０
︱
６
１
５
１

鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務
組

合
で
は
︑
傷
病
者
の
救
命
率
向
上
の

た
め
︑
救
急
隊
に
引
き
継
ぐ
ま
で
の

応
急
手
当
の
方
法
を
習
得
す
る
﹁
上

級
救
命
講
習
会
﹂
を
実
施
し
ま
す
︒

▽
内
容

普
通
救
命
講
習
︵
心
肺
蘇
生
法
及

び
Ａ
Ｅ
Ｄ
取
扱
い
方
法
︶
の
内
容

に
︑
傷
病
者
管
理
︑
外
傷
の
応
急

手
当
︑
搬
送
法
を
加
え
た
コ
ー
ス

で
す
︒

▽
日
時

９
月
13
日
︵
土
︶

午
前
９
時
～
午
後
５
時

(昼
食
時
間
を
含
む
︶

▽
場
所

鳥
栖
市
本
町
３
丁
目
１
４
８
８
番

地
１

鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務
組

合
消
防
本
部

３
階
大
会
議
室

▽
募
集
人
員

30
名
程
度

▽
受
付
期
間

８
月
13
日︵
水
︶～
９
月
６
日︵
土
︶

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
︒

▽
受
講
料

無
料

※
問
合
せ
・
申
込
み
先

鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務
組

合
消
防
本
部

警
防
課

救
急
係

電
話
８
３
︱
７
９
９
５

鳥
栖
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
の

嘱
託
職
員
と
し
て
︑
要
介
護
認
定
調

査
業
務
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
ま
す
︒

▽
業
務
内
容

要
介
護
認
定
の
申
請
者
に
面
接
し

て
心
身
の
状
況
等
の
調
査
を
行
い
︑

調
査
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
︑

資
料
を
作
成
す
る
︒

▽
応
募
資
格

次
の
①
ま
た
は
②
の
条
件
を
満
た

し
︑
普
通
自
動
車
免
許
を
所
有
し

て
い
る
者

①
看
護
師
ま
た
は
保
健
師

②
准
看
護
師
で
︑
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

▽
募
集
人
数

１
名
︵
平
成
26
年
９
月
１
日
採
用

予
定
︶

※
採
用
後
約
３
か
月
間
は
臨
時
職
員

と
し
て
研
修
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
︒

▽
勤
務
時
間

[臨
時
職
員
と
し
て
研
修
期
間
中
]

①
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

(７
時
間
45
分
勤
務
︶

[嘱
託
職
員
と
し
て
採
用
後
]

①
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

ま
た
は

②
午
前
９
時
15
分
～
午
後
５
時
15
分

(７
時
間
勤
務
︶

▽
賃
金

[臨
時
職
員
と
し
て
研
修
期
間
中
]

日
給

８
︐
９
４
０
円

(平
成
26
年
度
︶

[嘱
託
職
員
と
し
て
採
用
後
]

月
給

１
８
７
︐
９
０
０
円

(平
成
26
年
度
︶

︽
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
あ
り
︾

▽
申
込
方
法

８
月
18
日
︵
月
︶
必
着
で
履
歴
書

と
各
資
格
証
の
写
し
を
介
護
保
険

課
に
持
参
又
は
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
︒

▽
面
接
日

８
月
25
日
︵
月
︶
予
定

※
問
合
せ
先

鳥
栖
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
介

護
保
険
課

認
定
係

(住
所

〒

８
４
１
︱
０
０
３
７

鳥
栖
市
本

町
３
丁
目
１
４
９
４
︱
１
︶

電
話
８
１
︱
３
３
１
５

甘
木
鉄
道
で
は
︑
満
65
歳
以
上
の

方
を
対
象
に
シ
ル
バ
ー
回
数
券
を
販

売
致
し
て
お
り
ま
す
︒

普
通
回
数
券
︵
11
枚
綴
り
︶
よ
り

更
に
２
枚
多
く
︑
計
13
枚
綴
り
と

な
っ
て
お
り
ま
す
︒

ぜ
ひ
︑
こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
︒

※
初
回
購
入
に
は
︑
年
齢
確
認
で
き

る
物
︵
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

健
康
保
険
証
︶
が
必
要
と
な
り
ま

す
︒

※
問
合
せ
先

甘
木
鉄
道
株
式
会
社
︵
総
務
営
業
課
︶

電
話
０
９
４
６
︱
２
３
︱
１
１
１
１

佐
賀
東
部
水
道
企
業
団

職
員
採
用
の
お
知
ら
せ

｢
上
級
救
命
講
習
会
﹂
の
開
催

【
鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務
組
合
】

要
介
護
認
定
調
査
の

調
査
員
を
募
集

︻
鳥
栖
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
︼

甘
木
鉄
道
よ
り
お
知
ら
せ

︻
甘
木
鉄
道
株
式
会
社
︼
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｢ス
ポ
ー
ツ
大
国
き
の
く
に
﹂で
は
︑

い
ろ
い
ろ
な
健
康
方
法
を
駆
使
し
て

身
体
を
守
る
力
と
感
覚
を
育
み
︑
健

康
を
維
持
増
進
さ
せ
る
方
法
を
会
得

す
る
健
康
教
室
を
開
催
し
ま
す
︒

健
康
的
な
生
活
を
目
指
す
方
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
︒

▽
募
集
人
員

20
名
︵
定
員
に
な
り

次
第
締
切
︶

▽
教
室
期
間

９
月
17
日
(水
)～
11

月
５
日
︵
水
︶
の
毎
週
水
曜
日
(全

８
回
)

▽
時
間

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分
▽
場
所

総
合
体
育
館
武
道
場

▽
参
加
費

２
︐
８
０
０
円
︵
傷
害

保
険
料
含
む
︶

▽
準
備
す
る
も
の

運
動
の
で
き
る

服
装
︑
タ
オ
ル
︑
筆
記
用
具

※
問
合
せ
・
申
込
み
先

ス
ポ
ー
ツ

大
国
き
の
く
に︵
教
育
学
習
課
内
︶

へ
参
加
費
準
備
の
う
え
申
込
み
く

だ
さ
い
︒

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

日
頃
の
趣
味
や
特
技
を
披
露
し
て
︑

地
域
の
方
へ
そ
の
楽
し
み
を
広
め
て

み
ま
せ
ん
か
？
た
く
さ
ん
の
ご
来
場

と
出
品
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒

▽
日
時

・
搬
入

９
月
10
日
︵
水
︶

午
前
11
時
～
12
時

・
表
彰
式
９
月
12
日
︵
金
︶

午
前
９
時
30
分
～

・
搬
出

９
月
14
日
︵
日
︶

午
前
12
時
～
12
時
30
分

・
展
示

９
月
11
日
(木
)～
13
日
(土
)

午
前
９
時
～
午
後
５
時

９
月
14
日
︵
日
︶

午
前
９
時
～
12
時

※
11
日
は
一
般
審
査
日
で
す
︒

▽
会
場

町
民
会
館
１
階
会
議
室

※
出
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
︑
８
月

29
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
︒

(１
年
以
内
に
制
作
さ
れ
た
作
品

で
１
人
２
点
ま
で
︶

※
問
合
せ
先

基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

電
話
９
２
︱
３
３
１
１

基
山
町
文
化
協
会
に
所
属
し
︑
日

頃
か
ら
町
民
会
館
で
活
動
さ
れ
て
い

る
サ
ー
ク
ル
の
皆
様
の
力
作
を
展
示

い
た
し
ま
す
︒

こ
の
機
会
に
︑
た
く
さ
ん
の
作
品

を
ご
覧
に
な
り
︑�
芸
術
と
美
�
の
世

界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
︒

皆
様
の
ご
来
館
を
心
か
ら
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
︒

▽
日
時

８
月
21
日
～
24
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
場
所

町
民
会
館
１
階
会
議
室

※
問
合
せ

町
民
会
館
事
務
所

指
定
管
理
者

西
鉄
Ｂ
Ｍ
㈱

西
日
本
企
画
サ
ー
ビ
ス
㈱

電
話
９
２
︱
１
２
１
１

※
出
展
サ
ー
ク
ル

・
絵
画
サ
ー
ク
ル
�
雅
�

・
き
ざ
ん
書
院
サ
ー
ク
ル

・
ネ
イ
チ
ャ
ー
フ
ォ
ト
教
室

▽
募
集
団
地

・
基
山
町

本
桜

・
鳥
栖
市

麓
︑
古
賀
︑
鎗
田
︑
原

町
︑
曽
根
崎
︑
宿
町
Ａ
Ｂ
棟
︑
旭
︑

加
藤
田

▽
申
込
書
の
配
布

９
月
１
日
︵
月
︶
～

▽
受
付
期
間

９
月
４
日
︵
木
︶
～
10
日
︵
水
︶

※
９
月
６
日
︵
土
︶
は
休
み
で
す
︒

※
９
月
７
日
︵
日
︶
は
受
付
け
を
い

た
し
ま
す
︒

▽
受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
６
時

▽
受
付
場
所

県
営
住
宅
指
定
管
理
者

マ
ベ
ッ

ク
鳥
栖
管
理
室
︵
鳥
栖
市
元
町
１

２
３
４
︱
１

鳥
栖
総
合
庁
舎
別

館
︶

※
問
合
せ
先

マ
ベ
ッ
ク
鳥
栖
管
理
室

電
話
０
９
４
２
︱
８
１
︱
３
０
２
０

・
町
県
民
税

第
２
期

・
国
民
健
康
保
険
税

第
３
期

※
納
期
限
は
す
べ
て

９
月
１
日
︵
月
︶
で
す
︒

※
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
︒

｢
健
康
を
つ
か
む
体
操
教
室
﹂

の
受
講
者
を
募
集

︻
ス
ポ
ー
ツ
大
国
き
の
く
に
︼

高
齢
者
趣
味
の
作
品
展

開
催
の
お
知
ら
せ

︻
基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会
︼

第
４
回
﹁
ミ
ニ
美
術
展
﹂
開
催

︻
指
定
管
理
者
・
西
鉄
ビ
ル
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
・
西
日
本
企
画
サ
ー
ビ
ス
︼

平
成
26
年
９
月
・
県
営
住
宅

入
居
予
備
者
募
集
︻
マ
ベ
ッ
ク
︼

今
月
の
納
付
・
納
税

︿
有
料
広
告
﹀

在宅医療 内科

（月～金） ９：３０～１７：３０ （土） ９：３０～１２：３０

※往診対応時間は２４時間３６５日

★医師が患者様のお住まいや施設に定期的に訪問し、医療をご提供いたします。

お気軽にご相談ください。 佐賀県鳥栖市弥生が丘 6 丁目―82

院長 堤 光太郎 TEL：０９４２－８２－４４００

つつみクリニック
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消費生活相談 事例紹介

｢個人の情報を教えないと

年金を停止する」と脅された

《事例》

突然知らない女性から電話があり「国の調査なの

で答えなければ年金が減額される」と言われ、生年月

日・家族構成・年金受給額などを聞かれた。不快に思

い何も答えず電話を切ったところ、すぐに「市役所の

生活課で年金を担当している」という男性から「調査

に協力しないと年金が停止されるがよいのか」と電

話があった。電話を切ってもすぐに電話がかかる、

という繰り返しで、とてもしつこかった。不審であ

り気味が悪い。 （80歳代 女性）

《ひとこと助言》

☆公的機関の調査などをかたり、年金を停止するな

どと脅して個人の情報を聞き出そうとするケース

です。相手のペースに乗らないことが大切です。

☆公的機関が個人宅に電話して、いきなり生年月日

や家族構成などを尋ねたり、年金の支給停止を告

げるなどということはありません。

☆電話がしつこく続くときは、最寄りの警察やお住

まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

さい。

※基山町では毎週金曜日に消費生活相談を無料で

行っています。困った時は一人で悩まず、専門の

知識を持った相談員にご相談ください。

※日時等、詳しい相談方法は15ページをご確認くだ

さい。

※問合せ先

企画政策課 協働推進係

電話９２―２１８８

基
山
町
総
合
体
育
館
で
は
６
月
１

日
か
ら
︑
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
利
用

時
間
を
広
げ
︑
初
心
者
講
習
会
を
随

時
受
付
け
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ま
で
︑

多
く
の
利
用
者
の
方
々
か
ら
使
い
や

す
く
な
っ
た
と
の
声
を
い
た
だ
き
ま

し
た
︒
こ
れ
か
ら
も
皆
様
が
満
足
し
︑

も
う
一
度
足
を
運
び
た
く
な
る
よ
う

な
施
設
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま

す
の
で
︑
是
非
ご
家
族
や
お
友
達
と

一
緒
に
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒

ま
た
今
後
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
や
教
室
を
予
定
し
て
い
き
ま
す
︒

詳
し
く
は
施
設
内
掲
示
板
等
で
ご
案

内
し
ま
す
︒

◎
基
山
町
総
合
体
育
館
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
室

▽
利
用
時
間

午
前
10
時
～
午
後
９

時
︵
月
曜
日
は
休
館
日
︶

▽
利
用
料
金

１
回
２
０
０
円
︵
２

時
間
︶
但
し
︑
基
山
町
外
居
住
者

は
そ
の
２
倍

※
問
合
せ
先

基
山
町
総
合
体
育
館
指
定
管
理
者

電
話
９
２
︱
２
８
２
２

▽
採
用
人
数

一
般
事
務
⁝
１
人

▽
受
験
資
格

昭
和
59
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人
で
︑
佐
賀
県
内
に
居

住
し
て
い
る
人
等

▽
申
込
期
間

８
月
４
日
︵
月
︶
～

８
月
22
日
︵
金
︶︵
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
ま
で
︑
土
・
日

を
除
く
︶

※
郵
送
の
場
合
は
︑

８
月
22
日
︵
金
︶
の
消
印
の
あ
る

も
の
ま
で
受
付
し
ま
す
︒

※
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
佐
賀
県
町
村

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
h
ttp
:/
/
w
w
w
.

sa
g
a
-
ck
.g
r.jp
/
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

※
問
合
せ
先

佐
賀
県
市
町
総
合
事

務
組
合

総
務
課
︵
〒
８
４
０
︱

０
０
４
１

佐
賀
市
城
内
１
︱
５

︱
14
︶

電
話
０
９
５
２
︱
２
５
︱
２
３
５
４

基
山
町
総
合
体
育
館

利
用
に
つ
い
て

︻
基
山
町
総
合
体
育
館
指
定
管
理
者
︼

佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合

職
員
採
用
の
お
知
ら
せ

　○相続⼈調査・相続関係説明図の作成
　○預貯⾦や株式、不動産などの相続⼿続き
　○⽣前の遺⾔作成サポート

※事前にご⾯談⽇のご予約⽇程を調整させて頂きます。

私たち州都相続センターは、各種専⾨家と協⼒し、皆様をサポートいたします。

　○ライフプラン・エンディングノートの作成及びサポート　など

　　　株式会社州都相続センター

相続センター業務内容

　○相続税対策のご相談、サポート

【営業時間】平⽇　8:30〜17:30　秘密厳守

〒841-0036　佐賀県⿃栖市秋葉町三丁⽬18番地6　ＨスクエアＢＬＤ　2Ｆ ※遠⽅やお⾝体の不⾃由な⽅のために出張相談も承ります。

フリーダイヤル　０１２０－３８８－８２２

相続事務・遺⾔の御相談及びサポートの受付窓⼝
　○相続の⼿続きに関するご相談

︿
有
料
広
告
﹀
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相談日一覧 その不安や悩み、一人で抱え込まずに、相談してみませんか？
解決の糸口が見つかるかもしれません。

内 容 日 時 場 所 予約・問合せ先

人権行政相談
差別や虐待といった人権に関する問題や国な
どの行政に関する問題でのお悩みを受けます。

８月８日（金）
午前10時〜午後３時

町民会館１階
小会議室

予約不要

年 金 相 談
年金の受給や手続きに関する相談を受けてい
ます。

８月12日・26日（火）
午前10時〜午後３時

役場１階
101会議室

佐賀県年金事務所
電話0952-31-4191

無料法律相談
法律問題についての疑問や不安について、弁
護士が対応します。毎回定員７名。

８月20日（水）
午後１時30時〜４時30分

社会福祉協議会
１階相談室

きやまんふれあいセ
ンター 電話92-3311

心配ごと相談
家族の問題、金銭トラブル、その他日常生活
での色々な悩み事、なんでもご相談ください。

８月６日・27日・９月３日（水）
午前９時〜12時

社会福祉協議会
１階相談室

きやまんふれあいセ
ンター 電話92-3311

言 語 相 談
子どもさんの言葉や発達に対するご相談を言
語聴覚士が個別相談で受付けます。

８月５日・９月２日（火）
午前10時〜午後４時

鳥栖子育て支援セン
ター 社会福祉法人若楠

電話0942-83-1288
８月12日（火）午後１時〜４時 若楠療養園

心 理 相 談
子育ての悩みや発達に遅れがある子どもさん
の療育についてのご相談を臨床心理士が個別
相談で受付けます。

８月２日・９月６日（土）
午前10時〜午後５時

若楠療養園
社会福祉法人若楠
電話0942-83-1288

消費生活相談
契約トラブルや商品の事故などについて、専
門の相談員が対応します。

８月１日・８日・15日・22日
29日（金）
午前９時30分〜午後３時30分

役場３階 301会議室
※来所でのご相談希望の
場合は、前もって相談
開催日に電話でお問合
せください。電話相談
も受け付けています。

企画政策課
電話92-2188
※お急ぎになる場合は佐賀
県消費生活センターへ

電話0952-24-0999
※土・日曜日も開いています。

女性総合相談
職場や地域での対人関係、夫婦間や子どもの
ことについてなど、生き方にかかわるさまざ
まな悩みを女性の相談員が一緒に考えます。

８月21日（木）
午前10時〜午後４時

役場１階
102相談室

健康福祉課
電話92-7964

介 護 相 談
高齢者の介護等に関することや、福祉および
介護保険のサービス利用についてなど、生活
に関する様々な悩みや相談をお受けします。

８月７日・21日（木）
午前９時〜12時

基山町福祉交流館
相談室１（１階）

基山地区地域包括支
援センター
電話81-7039

障害児者相談
障害児者に対しての制度や全般について相談
を受付けます。

８月12日・26日（火）
午前９時30分〜12時30分

基山町福祉交流館
相談室１（１階）

特定非営利法人支援
センターキャッチ
電話0942-87-8956

クロスロードコーナークロスロードコーナー

【小郡】

第37回小郡市民まつり

｢七夕の里おごおり」を象徴する夏

の風物詩。駅前の大通りには多くの

屋台が立ち並び、その先には野外ス

テージが設けられ、織姫と彦星の再会

を再現した七夕伝説など、たくさんの

イベントが行われます。

▷期日 ８月30日（土）

▷場所 西鉄小郡駅前大通り（小郡市

祇園一丁目付近）

▷時間 午後１時〜９時

※問合せ先

小郡市民まつり実行委員会(小郡市

商工会内)

電話０９４２―７２―４１２１

【鳥栖】

フッペルと共に

鳥栖市文化事業協会は、８月15日の

終戦記念日に平和のシンボルである

「フッペル」を囲んで平和コンサート

を開きます。入場無料。希望者は

フッペルのピアノを演奏できます。

ピアノを弾いてみたい人は、当日会場

で申し込みをしてください。（１人３

分以内、人数制限あり）

▷日時 ８月15日（金）午前11時開演

（午前10時30分開場）

▷ところ サンメッセ鳥栖

▷内容 ベートーヴェン作曲「月光」

の演奏

※問合せ先

鳥栖市民文化会館

電話０９４２―８５―３６４５

ＦＡＸ０９４２―８５―３６４７

【久留米】

ぶどう狩り

町内には62軒の観光農園があり、巨

峰の他にもピオーネやロザリオビア

ンコなどの色とりどりの品種も栽培

されています。

▷開催期間 ８月10日〜９月下旬

▷開催場所 久留米市田主丸町

※問合せ先

(公財)久留米観光コンベンション

国際交流協会田主丸事務所

電話０９４３―７２―４９５６

ＦＡＸ０９４３―７２―４９５９

第413回 きやま短歌会
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町の人口（６月末日現在）

総人口 17,587人

（前月比 ＋10人）

男 8,393人 女 9,194人

世帯数 6,477世帯

（前月比 ＋４世帯）

午前９時から午後７時まで

鳥栖市休日救急医療センター

TEL（83）0119

日曜・祝日の救急医療

消防署

鳥栖市役所

鳥栖市休日　　　
救急医療センター

国
道
34
号
線

1 金

農業委員会 消費生活相談 園部宝満宮夏越祭

14区・15区夜間パトロール（〜31日） 町老連定例

役員会

2 土
５区子どもクラブキャンプ（〜３日) 12区子ども

クラブキャンプ 基山保育園避難訓練

3 日
１区子どもクラブ夏季行事 12区室内競技 13・

17区一斉清掃

4 月
議会全員協議会 基山中全校登校日（平和集会）

憩の家ミニレクリエーション

5 火 消防部長会 ７区七夕まつり 基山中体験入学

6 水

若基小全校登校日（平和集会） 社協心配ごと相

談 福祉交流館健康体操教室

憩の家気功教室、知って得するミニ講座

7 木

青少年育成町民会議夏季体験登山（〜８日) 民

生・児童委員協議会 ７区みどりの日 基山ライ

オンズクラブ清掃奉仕活動

8 金 人権行政相談 消費生活相談 憩の家料理教室

9 土 基山郵便局絵手紙教室

10 日 町老連友愛ヘルプ活動

11 月 基山中２年学年登校日 憩の家カラオケサークル

12 火 年金相談 13区サロンさくら会

13 水
12区ふれあいサロン 社協・憩の家・子育て夏季

休業（〜15日）

14 木

15 金 防災の日 消費生活相談

８月のこよみ

16 土

17 日
２区子どもクラブレクレーション・クリーンハイ

ク 消防団夏季訓練

18 月
15区陶芸教室 基山中学年登校日 憩の家ミニレ

クリエーション

19 火

定例補導員会 基山中職場体験学習（〜22日) 基

山中１・２年学習会（〜22日) 社協わくわく体験

塾（〜20日) 憩の家手芸サークル（〜22日）

20 水 社協法律相談

21 木 団体長連絡会 安全なまちづくり推進協議会

22 金

消費生活相談 運営委員会（５・８区) 基山郵便

局夏のおたより郵便はがき（かもめーる）販売終

了 憩の家料理教室

23 土
運営委員会（１・２・７・10・12区) ８区ポケッ

ト夏祭り けやき台４区合同夏まつり

24 日
運営委員会（４・６区) ２区区民レクレーション

大会 若基小ＰＴＡ親子除草作業

25 月

運営委員会（３・９・11区) 15区早朝ラジオ体操

（〜29日) 基山小全校登校日 見真幼稚園・基山

幼稚園登園日 憩の家カラオケサークル

26 火
新体力テスト（〜28日) 年金相談 基山中３年Ｓ

ＡＧＡテスト（〜27日）

27 水

若基小学校保健委員会 基山保育園園庭開放 社

協心配ごと相談 憩の家アロマハンドマッサージ、

レクリエーション、健康相談

28 木

運営員会（13・16区) 14区のぞみの日 町立小中

学校三校合同全員研修会 福祉交流館健康体操教

室

29 金 消費生活相談

30 土 運営委員会（14・15・17区）

31 日

４区秋の河川清掃 ６区グランドゴルフ大会

７・９区河川清掃 若基小ＰＴＡ親子除草作業（予

備日) 社協24時間テレビチャリティー募金

日 曜 行 事 日 曜 行 事

町営住宅の空家状況

空家 入居待機者

園部団地 ０戸 １世帯

割田団地 ０戸 ３世帯

本桜団地 ４戸 ０世帯


